
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
七
七
）

ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク

│
市
政
府
と
職
員
の
株
式
所
有
権
の
突
然
の
出
現
の
考
察
を
中
心
に

│

簗　
　

場　
　

保　
　

行

は
じ
め
に

1
．
ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
集
団
と
両
社
に
よ
る
合
弁
企
業
の
設
立

　

⑴　

両
親
会
社
の
簡
単
な
紹
介

　
　
　
（
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司
と
ダ
ノ
ン
）

　
　
　
（
ダ
ノ
ン
の
中
国
攻
略
と
撤
退
の
二
〇
年
）

　

⑵　

娃
哈
哈
集
団
の
誕
生
と
成
長

　

⑶　

ダ
ノ
ン
の
出
現
と
合
弁
会
社
設
立

2
．
商
標
譲
渡
・
使
用
契
約
と
紛
争
の
発
生
、
解
決
＝
ダ
ノ
ン
敗
北
ま
で
の
経
緯

　

⑴　

合
弁
契
約
締
結
、
そ
し
て
紛
争
の
発
生
か
ら
解
決
ま
で
の
経
緯

二
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
七
八
）

　

⑵　

商
標
譲
渡
契
約
・
使
用
契
約
を
め
ぐ
る
論
争
と
ダ
ノ
ン
の
敗
訴

　

⑶　

ダ
ノ
ン
敗
訴
の
環
境
要
因 

3
．
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
と
大
株
主
の
地
方
政
府
、
職
員
持
ち
株
会
の
所
有
権
確
定

　

⑴　

過
去
の
不
透
明
か
つ
重
層
的
な
企
業
所
有
権

　

⑵　

電
撃
的
改
組
と
所
有
権
確
定

　

⑶　

宗
の
強
固
な
支
配

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

中
国
内
で
ワ
ハ
ハ
（
中
国
名
・
娃
哈
哈
）
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
知
ら
れ
る
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
の
飲
料
を
供
給
す
る
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
食
品

有
限
公
司
（
以
下
ワ
ハ
ハ
と
略
称
）
は
中
仏
合
弁
の
飲
料
企
業
で
あ
っ
た
。
親
会
社
は
世
界
第
二
位
の
食
品
メ
ー
カ
ー
の
ダ
ノ
ン
（D

anone 

S
A

）
と
中
国
・
杭
州
娃
哈
哈
集
団
有
限
会
社
（
以
下
、
合
弁
の
ワ
ハ
ハ
と
区
別
し
て
「
娃
哈
哈
集
団
」
な
い
し
「
娃
哈
哈
」
と
略
称
）
で
あ
る
。

ワ
ハ
ハ
の
株
式
を
娃
哈
哈
集
団
が
四
九
％
、
ダ
ノ
ン
が
五
一
％
そ
れ
ぞ
れ
所
有
し
て
い
た
。
合
弁
は
短
期
間
で
中
国
内
に
多
数
の
子
会
社

を
設
置
し
中
国
内
で
二
〇
〇
六
年
の
売
上
は
一
九
億
ド
ル
を
越
え
た
。
ダ
ノ
ン
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
も
そ
の
世
界
の
売
上
の
一
割
近
く
を

占
め
る
ド
ル
箱
事
業
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
表
面
的
な
数
字
の
面
か
ら
は
合
弁
企
業
は
成
功
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
親
会
社
で
あ
る
中
仏
両
社
に
と
っ
て
も
申
し
分

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
両
親
会
社
の
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
集
団
の
両
社
の
関
係
は
決
し
て
良
好
で
は
な
か
っ
た
。
両
社
の
対
立
の
原
因
と

二
三
〇



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
七
九
）

な
っ
た
の
は
、
一
つ
は
ダ
ノ
ン
が
娃
哈
哈
集
団
と
合
弁
を
組
織
し
た
後
も
ワ
ハ
ハ
と
競
合
す
る
企
業
と
の
提
携
や
合
併
を
進
め
た
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
は
娃
哈
哈
集
団
を
率
い
る
宗
慶
後
（
以
下
、
宗
氏
と
略
称
）
が
ワ
ハ
ハ
と
競
合
す
る
「
非
合
弁
会
社
」
を
多

数
設
立
し
、
同
じ
く
ワ
ハ
ハ
の
ブ
ラ
ン
ド
で
販
売
し
た
た
め
合
弁
会
社
の
売
上
、
ダ
ノ
ン
の
得
る
利
益
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
が
一
九
九
六
年
に
合
弁
を
組
織
し
た
の
は
そ
の
時
点
で
両
者
の
利
害
が
一
致
し
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、

元
々
同
床
異
夢
と
い
え
る
両
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
続
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
対
立
が
表
面
化
し
た
の
は

二
〇
〇
六
年
四
月
で
あ
る
。
ダ
ノ
ン
は
四
〇
億
元
で
ワ
ハ
ハ
の
宗
傘
下
の
非
合
弁
会
社
の
五
一
％
の
持
株
の
買
収
を
提
案
し
た
が
、
宗
の

猛
烈
な
反
発
を
受
け
た
。
ま
た
（
後
述
の
よ
う
に
）
ダ
ノ
ン
と
宗
側
の
間
で
は
二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
中
国
内
外
で
の
法
廷
論
争
が
始

ま
っ
た
。

争
点
の
一
つ
は
合
弁
開
始
時
の
不
透
明
な
商
標
譲
渡
契
約
に
さ
か
の
ぼ
る
。
す
な
わ
ち
娃
哈
哈
集
団
は
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
の
独
占
的
使

用
を
合
弁
会
社
に
認
め
て
い
た
が
、
合
弁
の
ワ
ハ
ハ
以
外
の
子
会
社
に
お
い
て
も
ブ
ラ
ン
ド
が
使
用
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
の
た
め
二
〇
〇
七
年
に
至
り
ダ
ノ
ン
の
不
満
が
爆
発
し
、
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
米
国
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
の
仲
裁
と
訴
訟
へ
と
発
展

し
た
。
す
な
わ
ち
二
〇
〇
七
年
五
月
、
ダ
ノ
ン
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
仲
裁
を
申
請
し
、
続
い
て
六
月
に
は
、
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
の
裁
判
所
で
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
、
国
際
仲
裁
・
訴
訟
に
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
娃
哈
哈
は
六
月
に
杭
州
市
仲
裁
委
員

会
に
仲
裁
を
申
請
し
、
ま
た
七
月
に
瀋
陽
で
ダ
ノ
ン
の
幹
部
を
提
訴
す
る
な
ど
反
撃
を
加
え
、
訴
訟
合
戦
の
様
相
を
呈
し
た
。
そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
大
統
領
と
胡
錦
濤
主
席
と
の
会
談
で
も
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
会
談
後
に
双
方
の
和
解
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の

意
味
で
も
改
革
開
放
以
降
の
最
大
の
国
際
商
事
紛
争
で
あ
り
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

な
お
ダ
ノ
ン
と
宗
側
の
紛
争
に
つ
い
て
は
欧
米
、
日
本
そ
し
て
中
国
、
な
か
で
も
中
国
に
お
い
て
紛
争
を
紹
介
す
る
最
も
多
く
の
記
事

二
三
一
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経
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四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
八
〇
）

が
み
ら
れ
る
。
欧
米
、
日
本
で
の
学
術
研
究
面
で
は
経
営
学
や
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
の
分
野
で
多
数
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
前
者
の

分
野
で
は
国
際
経
営
の
企
業
統
治
や
経
営
文
化
の
角
度
か
ら
、
ま
た
後
者
の
分
野
で
は
国
際
合
弁
企
業
の
経
営
管
理
上
の
教
訓
や
紛
争
予

防
の
処
方
箋
を
学
ぶ
な
ど
の
視
点
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
論
文
末
に
参
考
に
主
要
な
も
の
を
参
考
文
献
と
し
て
紹
介
し
て
お

い
た
。

い
ず
れ
の
文
献
も
中
国
で
事
業
展
開
を
検
討
し
て
い
る
企
業
に
と
っ
て
合
弁
企
業
を
め
ぐ
る
両
親
企
業
間
の
紛
争
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
も

多
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
紛
争
か
ら
は
法
律
実
務
や
経
営
面
で
の
対
策
で
は
解
決
で
き
な
い
次
元
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
制
度
や
社
会
環
境
の
問
題
で
あ
る
。
広
い
意
味
で
の
経
営
環
境
の
一
つ
で
あ
り
、
リ
ス
ク
や
不
確

実
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
ダ
ノ
ン
・
宗
側
の
紛
争
に
関
連
す
る
問
題
に
限
れ
ば
以
下
の
問
題
で
あ
る
。

・
問
題
の
環
境
要
因
Ａ

1
．
商
標
譲
渡
契
約
、
商
標
使
用
契
約
に
関
わ
る
制
度
の
背
後
の
問
題

2
．
所
有
権
改
革
の
後
発
性
（
不
透
明
性
）
に
遡
る
中
国
企
業
独
特
の
重
畳
的
会
社
支
配
権

・
問
題
の
環
境
要
因
Ｂ

1
．
訴
訟
に
お
け
る
民
族
主
義
的
司
法
判
断　

2
．
民
族
主
義
的
な
政
治
と
社
会

・
問
題
の
環
境
要
因
Ｃ

　

企
業
家
の
イ
ン
モ
ラ
ル　

文
化
水
準
の
問
題

二
三
二



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
一
）

以
下
、
本
稿
で
は
両
親
会
社
間
の
紛
争
を
つ
う
じ
て
、
2
の
ワ
ハ
ハ
の
所
有
権
問
題
を
中
心
に
外
国
企
業
に
と
っ
て
中
国
企
業
の
経
営

環
境
の
特
殊
性
に
つ
い
て
考
察
し
広
義
の
意
味
で
の
中
国
経
営
の
リ
ス
ク
の
一
端
を
考
察
し
た
。

1
．
ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
集
団
と
両
社
に
よ
る
合
弁
企
業
の
設
立

⑴　

両
親
会
社
の
簡
単
な
紹
介

（
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司
と
ダ
ノ
ン
）

ａ
．
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司

前
身
は
一
九
八
七
年
創
業
。
二
〇
〇
九
年
現
在
、
中
国
最
大
の
食
品
飲
料
企
業
で
あ
る
。
コ
カ
コ
ー
ラ
、
ペ
プ
シ
コ
ー
ラ
、
カ
ド
ベ

リ
ー
（C

adbury P
L
C

）、
コ
ッ
ト
（C

ott C
orporation

）
に
次
ぐ
世
界
第
五
位
。
中
国
二
九
省
市
に
一
五
〇
余
り
の
子
会
社
を
有
す
る
持

株
会
社
で
あ
り
、
従
業
員
約
三
万
人
、
総
資
産
三
〇
〇
億
人
民
元
、
営
業
収
入
四
三
二
億
元
。（
月
刊
『
金
融
家
』「
中
国
最
大
飲
料
製
造
企
業
：

娃
哈
哈
集
団

（
1
）

」）

ｂ
．
ダ
ノ
ン
（D

anone S
A

）

ネ
ス
レ
（N

eslé S
A

）
と
と
も
に
世
界
で
最
も
著
名
な
食
品
・
飲
料
企
業
の
一
つ
。
本
部
は
フ
ラ
ン
ス
、
パ
リ
。
二
〇
〇
九
年
世
界
最

大
五
〇
〇
企
業
の
一
つ
で
全
世
界
で
約
九
万
の
従
業
員
。
ダ
ノ
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
誕
生
し
た
の
は
一
九
一
九
年
と
い
わ
れ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト

の
歴
史
と
と
も
に
伝
統
あ
る
企
業
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
多
国
籍
化
戦
略
を
強
化
し
一
二
〇
以
上
の
国
々
で
乳
製
品
、
飲
料
を

生
産
販
売
。
多
く
の
ブ
ラ
ン
ド
を
有
し
て
い
る
が
、D

anone

やE
vian

は
著
名
。
ヨ
ー
グ
ル
ト
等
の
新
鮮
乳
製
品
で
世
界
一
、E

vian, 

V
olvic, A

qua 

等
の
ブ
ラ
ン
ド
の
炭
酸
飲
料
水
で
世
界
一
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
シ
リ
ア
ル
製
品
で
世
界
第
二
の
メ
ー
カ
ー
。

二
三
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
八
二
）

（
ダ
ノ
ン
の
中
国
攻
略
と
撤
退
の
二
〇
年
）

同
社
の
中
国
事
業
の
簡
単
な
歴
史
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
一
九
八
七
年　

広
州
ダ
ノ
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
社
設
立

・
一
九
九
四
年　

ダ
ノ
ン
、
光
明
合
資
と
合
弁
で
上
海
牛
乳
設
立　

四
五
・
二
％
株
式
所
有

・
一
九
九
六
年　

ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
集
団
と
合
弁
。
四
一
％
株
式
取
得
。
ア
ジ
ア
金
融
危
機
後
五
一
％
に
持
株
増
加

・
二
〇
〇
〇
年　

ダ
ノ
ン
、
楽
百
氏
社
の
九
二
％
株
式
取
得

・
二
〇
〇
一
年　

ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
が
光
明
に
五
％
の
資
本
参
加

・
二
〇
〇
四
年　

ダ
ノ
ン
、
梅
林
正
広
和
飲
用
水
社
の
株
式
五
〇
％
取
得

・
二
〇
〇
六
年
四
月　

ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
、
光
明
の
持
株
二
〇
％
に
増
加

　
　
　
　
　
　

七
月　

ダ
ノ
ン
の
中
国
汇
（
滙
）
源
集
団
の
持
株
二
二
・
八
％
第
二
位
株
主
に
。

・
二
〇
〇
六
年
一
二
月　

ダ
ノ
ン
、
蒙
牛
と
合
弁
会
社
設
立
。
四
九
％
持
株
。
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
研
究
開
発
、
生
産
、
販
売
に
注
力

・
二
〇
〇
七
年
一
二
月　

ダ
ノ
ン
、
蒙
牛
と
の
合
弁
関
係
解
消

・
二
〇
〇
八
年
九
月　

ダ
ノ
ン
、
光
明
株
式
売
却

・
二
〇
〇
九
年
九
月　

ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
と
の
合
弁
事
業
終
了

（
2
）

こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
既
存
の
中
国
企
業
に
出
資
し
て
市
場
開
拓
を
目
指
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
一
つ
は
経
営
戦
略
、
投
資
戦
略
の
遂
行
に
一
貫
し
た
意
図
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
娃
哈
哈
と
の
合
弁
の
強
化
、
企

二
三
四



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
三
）

業
統
治
の
強
化
・
充
実
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
反
対
に
拡
散
的
な
買
収
戦
略
が
推
進
さ
れ
た
。
ダ
ノ
ン
本
体
と
子

会
社
を
つ
う
じ
て
光
明
ほ
か
五
社
に
も
出
資
し
て
い
る
。
中
国
市
場
の
成
長
性
が
無
限
で
あ
れ
ば
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
後
述
の
よ
う

に
合
弁
の
ワ
ハ
ハ
と
競
合
す
る
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
は
合
弁
の
利
益
と
も
対
立
す
る
。
特
に
蒙
牛
集
団
は
娃
哈
哈
と
競
合
す
る
中
国
最

大
手
の
乳
製
品
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
ま
た
ダ
ノ
ン
の
ワ
ハ
ハ
董
事
就
任
役
員
が
買
収
し
た
競
合
企
業
役
員
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
娃
哈

哈
集
団
の
ダ
ノ
ン
を
提
訴
し
た
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
戦
略
的
に
も
矛
盾
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
市
場
の
完
全
独
占
を
意
図
し
て
い
る
と
す
れ
ば
産
業
政
策
的
に
も
幼
稚
産
業
を

保
護
す
る
発
展
途
上
の
中
国
で
受
容
さ
れ
が
た
い
戦
略
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
の
戦
略
が
成
果
を
十
分
に
実
ら
せ
な
い
ま
ま

撤
退
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑵　

娃
哈
哈
集
団
の
誕
生
と
成
長

『
中
国
経
営
報
』
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
記
事
に
娃
哈
哈
集
団
の
前
身
の
設
立
事
情
を
知
る
政
府
内
部
関
係
者
に
対
す
る
取
材
が
報

道
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
紹
介
す
る

（
3
）

。

ま
ず
創
業
時
の
事
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
八
七
年
七
月
八
日
、
娃
哈
哈
創
立
者
宗
慶
後
（
以
下
宗
氏
と
略
称
）
が
杭
州
市
計
画
委
員
会
に
校
務
企
業
│
「
杭
州
市
上
城
区
校
務

企
業
经
销
（
経
銷
）
部
（
校
内
販
売
店
）」（
後
に
杭
州
保
霊
児
童
栄
養
食
品
廠
と
改
称
）
│
を
登
記
。
資
本
金
一
〇
万
元
、
総
資
産
二
〇
万
元
の

国
有
企
業
で
あ
る
。

ま
た
上
記
校
務
企
業
の
運
転
資
金
も
上
城
区
の
教
育
局
校
務
企
業
事
務
室
か
ら
借
り
た
一
〇
万
元
で
あ
り
、
ま
た
市
に
よ
り
一
〇
万
元

二
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
八
四
）

相
当
の
設
備
も
配
備
さ
れ
、
そ
こ
に
従
業
員
も
配
置
さ
れ
た
。
ま
た
政
策
上
の
優
遇
を
受
け
る
な
ど
良
好
な
環
境
が
提
供
さ
れ
た
が
、
当

時
は
後
に
問
題
と
な
る
所
有
権
の
所
属
は
不
問
に
さ
れ
た
。
市
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

一
九
九
一
年
、
上
記
・
保
霊
児
童
栄
養
食
品
の
資
本
が
一
定
程
度
蓄
積
さ
れ
た
後
、
国
有
の
缶
詰
工
場
を
買
収
し
正
式
に
娃
哈
哈
集
団

が
誕
生
し
た
。
当
時
の
登
録
に
照
ら
せ
ば
娃
哈
哈
集
団
は
国
有
企
業
で
あ
り
、
株
主
も
杭
州
市
上
城
区
国
資
部
門
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
六
月
、
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
工
商
信
托
投
资
公
司
、
浙
江
金
义
（
義
）
集
団
前
身
の
桐
庐
县
（
県
）
王
家
蜂
业
（
業
）
经
营

（
経
営
）
部
と
連
合
し
美
食
城
を
設
立
し
た
。
浙
江
省
体
改
委
（
構
造
改
革
委
）
株
式
制
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
工
作
班
、
人
民
銀
行
浙
江
省
支

店
の
批
准
を
経
て
、
美
食
城
は
記
名
式
普
通
株
式
を
募
集
し
設
立
さ
れ
た
株
式
制
企
業
（
杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
）
に
な
る

（
4
）

。

こ
の
よ
う
に
娃
哈
哈
か
ら
美
食
城
が
始
ま
り
、
株
式
の
多
元
化
が
始
ま
っ
た
。
ち
な
み
に
遡
る
こ
と
一
九
九
〇
年
に
は
売
上
高
一
億
元

に
達
し
て
い
る
。
上
記
の
九
一
、
九
二
年
の
国
有
缶
詰
工
場
の
買
収
や
増
資
は
廠
長
の
宗
氏
の
下
で
積
極
的
な
経
営
方
針
と
事
業
の
急
速

な
成
長
と
成
功
、
蓄
積
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

再
び
記
者
の
取
材
内
容
に
も
ど
る
。
娃
哈
哈
内
部
者
に
よ
れ
ば
美
食
城
設
立
の
目
的
は
有
限
公
司
を
上
場
し
資
金
を
募
集
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
場
申
請
は
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
さ
れ
、
そ
の
後
そ
の
公
司
個
人
株
が
規
定
の
標
準
を
超
え
て
い
る
た
め
当
局
に
却
下

さ
れ
た

（
5
）

。

こ
う
し
て
飲
料
部
門
に
参
入
し
て
間
も
な
い
娃
哈
哈
集
団
は
、
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
前
、
資
金
が
な
け
れ
ば
宗
の
野
心
も
積
極
的
な
事
業

計
画
も
絵
に
書
い
た
餅
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

二
三
六



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
五
）

⑶　

ダ
ノ
ン
の
出
現
と
合
弁
会
社
設
立

一
九
九
三
年
二
月
六
日
、
美
食
城
は
設
立
さ
れ
た
。
最
大
の
問
題
は
資
金
難
で
あ
る
。
銀
行
貸
付
を
利
用
し
た
く
て
も
信
用
が
な
い
。

一
九
九
三
年
当
時
の
中
国
で
は
リ
ス
ク
を
負
う
投
資
資
金
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
ダ
ノ
ン
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
三
月
、
娃
哈
哈
集
団
、
美
食
城
が
連
合
で
金
加
投
资
有
限
公
司
（
ダ
ノ
ン
ア
ジ
アD

anone A
sia

が
七
〇
％
、
香
港
百
富
勤
社

が
三
〇
％
所
有
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
法
人
）
と
合
弁
で
杭
州
娃
哈
哈
飲
料
公
司
ほ
か
五
社
の
合
資
会
社
（
合
弁
会
社
）
を
設
立
。
娃
哈
哈
集

団
以
下
三
社
の
新
合
弁
会
社
に
対
す
る
持
株
比
率
は
順
に
三
九
％
、
一
〇
％
（
美
食
域
）
と
五
一
％
（
金
加
）。
た
だ
一
九
九
七
年
ア
ジ
ア
金

融
危
機
が
発
生
し
、
九
八
年
金
加
に
出
資
す
る
百
富
勤
社
が
全
株
式
を
ダ
ノ
ン
に
売
却
、
そ
の
結
果
ダ
ノ
ン
の
持
株
比
率
五
一
％
に
な
る

（
6
）

。

2
．
商
標
譲
渡
・
使
用
契
約
と
紛
争
の
発
生
、
解
決
＝
ダ
ノ
ン
敗
北
ま
で
の
経
緯

⑴　

合
弁
契
約
締
結
、
そ
し
て
紛
争
の
発
生
か
ら
解
決
ま
で
の
経
緯

合
弁
会
社
の
組
織
か
ら
紛
争
の
発
生
、
そ
し
て
解
決
ま
で
の
経
緯
を
略
述
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
九
六
年　

合
弁
会
社
設
立

は
じ
め
五
合
弁
会
社
設
立
。
そ
の
後
三
九
社
ま
で
増
大
。

一
九
九
七
年
│
一
九
九
九
年
商
標
譲
渡
の
交
渉
と
契
約

娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
は
ワ
ハ
ハ
の
商
標
を
合
弁
会
社
へ
譲
渡
す
る
「
商
標
譲
渡
協
議
」
締
結
。
国
家
商
標
局
は
こ
れ
を
承
認
せ

ず
。
両
者
は
一
九
九
九
年
「
商
標
使
用
許
可
契
約
」
を
締
結
。

二
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
八
六
）

一
九
九
七
年
よ
り
二
〇
〇
六
年
ま
で
ダ
ノ
ン
が
出
資
し
な
い
ワ
ハ
ハ
の
「
非
合
弁
会
社
」
が
発
展
。

同
じ
く
ワ
ハ
ハ
の
商
標
を
使
用
し
販
売
。
後
に
訴
因
に
。

一
九
九
八
年
ダ
ノ
ン
が
持
株
を
支
配

香
港
の
百
富
勤
社
が
金
加
投
资
有
限
公
司
の
持
株
を
ダ
ノ
ン
に
売
却
、
ダ
ノ
ン
は
金
加
社
の
唯
一
の
株
主
に
な
り
、
そ
の
結
果
ワ

ハ
ハ
合
弁
の
五
一
％
の
持
株
株
主
に
。

二
〇
〇
〇
年
│
二
〇
〇
六
年
ダ
ノ
ン
、
中
国
の
同
業
競
合
企
業
を
買
収

ダ
ノ
ン
は
楽
百
氏
の
九
二
％
、
梅
林
正
広
和
の
五
〇
％
、
光
明
の
二
〇
・
一
％
、
滙
源
の
二
二
・
一
八
％
を
所
有
。

後
の
火
種
に

二
〇
〇
六
年
四
月
ダ
ノ
ン
と
宗
側
の
紛
争
爆
発

ダ
ノ
ン
が
四
〇
億
元
の
純
資
産
価
格
で
宗
側
の
非
合
弁
会
社
の
五
一
％
の
持
株
の
買
収
を
提
案
。
宗
側
の
強
烈
な
抵
抗
。
ダ
ノ

ン
・
宗
側
の
紛
争
爆
発
。
両
者
か
ら
公
開
書
簡
が
発
表
さ
れ
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
公
開
論
争
始
ま
る
。

二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
ダ
ノ
ン
と
宗
側
法
廷
論
争

二
〇
〇
七
年
五
月
、
ダ
ノ
ン
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
商
事
仲
裁
裁
判
所
に
宗
側
に
対
す
る
訴
訟
を
開
始
。
六
月
に
は
米
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
裁
判
所
に
提
訴
。
対
し
て
宗
側
は
六
月
に
杭
州
市
仲
裁
委
員
会
に
仲
裁
申
請
。
そ
の
後
、
双
方
は
国
内
外
、
英
所
属
の
バ
ー

ジ
ン
諸
島
、
サ
モ
ア
諸
島
な
ど
で
訴
訟
。

米
国
で
ダ
ノ
ン
は
宗
の
妻
・
娘
の
二
者
に
対
し
訴
訟
を
提
起
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
廷
は
ダ
ノ
ン
の
訴
訟
を
受
理
せ
ず
中
国

の
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
を
要
求
。

二
三
八



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
七
）

二
〇
〇
七
年
一
二
月
│
二
〇
〇
八
年
四
月
ダ
ノ
ン
と
宗
側
交
渉

中
仏
両
国
政
府
の
協
議
の
下
、
双
方
が
法
律
手
続
き
を
中
断
し
協
議
を
開
始
。
ダ
ノ
ン
は
合
弁
に
投
資
し
た
一
四
億
元
人
民
弊
足

ら
ず
の
株
式
を
約
二
〇
〇
億
で
宗
側
に
売
却
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
価
格
は
上
場
企
業
の
平
均
利
益
率
を
考
慮
し
た
と
さ
れ
る
が
、

宗
側
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
る
。

二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
ダ
ノ
ン
と
宗
側
が
和
解
を
発
表
。

ダ
ノ
ン
、
宗
側
は
双
方
が
和
解
に
達
し
た
と
発
表
。
ダ
ノ
ン
は
ワ
ハ
ハ
社
中
の
五
一
％
の
株
主
権
を
娃
哈
哈
集
団
に
売
却
す
る
こ

と
に
同
意
す
る
。
和
解
協
議
の
執
行
後
、
双
方
は
双
方
の
間
の
紛
争
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
手
続
き
を
終
了
す
る
と
声
明
。

⑵　

商
標
譲
渡
契
約
・
使
用
契
約
を
め
ぐ
る
論
争
と
ダ
ノ
ン
の
敗
訴

多
く
の
地
域
、
国
内
外
二
六
ヶ
所
で
訴
訟
と
仲
裁
申
請
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
問
題
は
譲
渡
契
約
に
つ
い
て
の
解

釈
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
裁
定
は
、
問
題
の
譲
渡
契
約
の
譲
渡
期
間
が
既
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
使
用
権
も
以
前

の
会
社
で
あ
る
娃
哈
哈
集
団
の
も
の
で
あ
り
、
合
弁
会
社
の
独
占
使
用
権
も
否
定
さ
れ
た
。

ダ
ノ
ン
側
は
譲
渡
交
渉
が
中
断
中
で
あ
り
、
そ
の
交
渉
再
開
を
主
張
し
て
い
た
。
他
方
、
宗
側
は
今
に
な
っ
て
契
約
そ
の
も
の
の
違
法

性
を
主
張
。
宗
自
身
の
言
に
よ
る
と
、
宗
が
ダ
ノ
ン
側
に
騙
さ
れ
た
こ
と
も
主
張
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
合
弁
会
社
へ
の
商
標
譲
渡
契
約
は
、
国
家
商
標
局
に
譲
渡
契
約
を
届
け
出
し
て
も
不
認
可
と
な
る
か
ら
、
両
者
は
独
占
使
用

権
を
付
し
て
使
用
契
約
に
変
え
て
届
け
出
る
と
し
た
。
奇
異
な
の
は
娃
哈
哈
集
団
が
届
け
出
た
か
否
か
不
明
で
あ
る
こ
と
も
問
題
に
な
っ

た
。
届
出
が
な
く
と
も
契
約
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
議
論
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
無
効
な
法
律
論
と
な
っ
た
。

二
三
九
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巻
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（
一
五
八
八
）

合
弁
の
成
立
直
後
か
ら
非
合
弁
会
社
を
秘
か
に
組
織
し
ワ
ハ
ハ
商
標
を
使
用
し
た
宗
氏
の
行
為
は
た
し
か
に
悪
質
だ
と
も
い
え
る
。
宗

は
こ
れ
に
つ
い
て
ダ
ノ
ン
が
黙
認
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
た

（
7
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
の
完
全
敗
訴
で
あ
る
。

⑶　

ダ
ノ
ン
敗
訴
の
環
境
要
因

ダ
ノ
ン
の
完
全
な
完
敗
で
あ
る
。
詳
し
い
法
律
論
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
と
し
て
、
ダ
ノ
ン
が
敗
北
に
至
っ
た
環
境
要
因
と
も
い
え
る

諸
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
以
下
で
あ
る
。

・
愛
国
主
義
的
世
論
の
動
員

・
宗
氏
が
董
事
会
、
販
売
商
、
従
業
員
の
人
心
を
掌
握

中
国
側
董
事
、
販
売
商
、
従
業
員
が
ダ
ノ
ン
の
非
道
を
非
難　

対
す
る
ダ
ノ
ン
は
法
に
訴
え
る
だ
け

・
会
社
の
所
有
構
造

国
家
株
、
職
員
持
株
会
の
存
在
│
宗
の
支
持
団
体

本
稿
で
は
環
境
要
因
と
し
て
以
下
検
討
す
る
。

①　

愛
国
主
義
的
世
論
の
動
員

事
件
は
中
国
の
マ
ス
コ
ミ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ダ
ノ
ン
も
宗
も
公
開
書
簡
を
発
表
し
、
記
者
会
見
を
開

二
四
〇



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
九
）

き
相
互
に
相
手
を
非
難
し
た
。
た
だ
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
は
メ
デ
ィ
ア
は
味
方
で
な
か
っ
た
。
ダ
ノ
ン
の
ワ
ハ
ハ
買
収
は
中
国
の
飲
料
業
界

へ
の
侵
略
で
あ
り
、
民
族
ブ
ラ
ン
ド
を
守
れ
と
い
う
論
調
が
多
数
を
占
め
た
と
い
え
る
。
中
国
の
世
論
は
外
国
資
本
に
対
し
て
民
族
主
義

的
か
つ
排
外
主
義
的
側
面
が
沸
騰
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
は
宗
側
に
は
有
利
な
状
況
で
あ
る
。
宗
に
と
っ
て
有
利
な
裁
定
が
お

こ
な
わ
れ
た
土
壌
で
あ
る
と
い
え
る
。

②　

販
売
商
、
職
員
が
宗
を
支
持

宗
氏
は
二
〇
〇
七
年
六
月
七
日
、
ダ
ノ
ン
に
対
し
て
抗
議
の
合
弁
会
社
の
董
事
長
職
辞
職
届
を
提
出
。
同
時
に
以
下
の
よ
う
な
ダ
ノ
ン

社
董
事
長F

ranck R
iboud

宛
て
の
公
開
書
簡
を
発
表

（
8
）

。

「
1
．
貴
社
は
非
合
弁
企
業
の
五
一
％
の
株
式
を
買
収
す
る
と
い
う
…
…
（
我
々
の
）
会
社
は
会
社
職
員
全
体
で
力
を
合
わ
せ
て
建
立
し

た
も
の
だ
。
…
…
ま
た
純
資
産
価
格
で
会
社
の
五
一
％
を
六
〇
〇
〇
万
元
で
買
収
す
る
。
あ
な
た
た
ち
は
我
々
職
員
が
同
意
す
る
と
思
い

ま
す
か
？
我
々
は
辛
い
労
働
の
末
、
会
社
を
発
展
さ
せ
て
き
た
…
…
あ
な
た
た
ち
は
私
利
の
た
め
に
職
員
の
利
益
を
害
し
て
い
る
。

2
．
以
下
省
略
…
…
」

ま
た
全
国
販
売
商
と
娃
哈
哈
職
員
が
宗
氏
の
辞
職
後
、
公
開
記
者
会
見
で
以
下
の
よ
う
に
声
明

（
9
）

。

「
我
々
全
国
販
売
商
は
た
だ
宗
氏
の
管
理
す
る
娃
哈
哈
だ
け
を
信
じ
る
…
…
中
略
…
…
我
々
は
宗
氏
と
娃
哈
哈
の
い
か
な
る
決
定
も
支

持
す
る
。
…
…
今
後
も
販
売
商
は
団
結
し
て
宗
氏
の
強
固
な
後
ろ
盾
に
な
る
」

ま
た
地
区
職
員
代
表
も
同
様
に
宗
氏
を
支
持
し
忠
誠
を
誓
い
以
下
の
よ
う
に
声
明

（
10
）

。

二
四
一
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）

（
一
五
九
〇
）

「
我
々
職
員
一
同
は
…
…
団
体
精
神
を
発
揮
し
て
外
来
の
悪
の
勢
力
と
戦
い
死
を
誓
っ
て
我
々
の
美
麗
な
楽
園
を
守
る
。
我
々
は
多
く
の

中
国
人
に
支
援
を
呼
び
か
け
、
我
々
と
と
も
に
娃
哈
哈
、
こ
の
民
族
ブ
ラ
ン
ド
を
守
り
、
我
々
の
力
量
を
増
し
て
最
後
ま
で
戦
お
う
」

③　

中
国
側
董
事
が
フ
ラ
ン
ス
側
決
定
に
反
対

宗
氏
が
辞
職
後
、
フ
ラ
ン
ス
側
董
事
が
ダ
ノ
ン
・
ア
ジ
ア
代
表
・
フ
ァ
ベ
ー
ルE

m
anuel F

aber

を
董
事
長
に
選
任
し
董
事
会
を
開

催
す
る
。
し
か
し
中
国
側
董
事
と
全
面
対
決
し
紛
糾
す
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
内
容
の
声
明
を
発
表
し
た
。

1
．
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
の
董
事
長
任
命
は
違
法

2
．
略

3
．
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
を
不
信
任
、
か
つ
告
訴
す
る
。
娃
哈
哈
の
企
業
文
化
は
家
文
化
で
あ
る
。
我
々
の
家
長
・
宗
に
対
す
る
フ
ァ
ベ
ー

ル
氏
の
悪
辣
な
攻
撃
に
よ
り
全
職
員
の
憤
慨
、
ダ
ノ
ン
、
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
に
対
す
る
拒
絶
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
我
々
は
彼
に
会
見

を
望
ん
だ
が
、
氏
は
都
合
が
悪
い
と
し
意
思
表
示
を
し
な
い
。

ま
た
他
に
董
事
会
の
利
益
分
配
決
議
案
に
対
す
る
反
対
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
前
董
事
長
・
宗
氏
の
提
案
し
た
分
配
案
に
仏
側

が
同
意
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
職
員
、
国
有
（
地
方
政
府
）
株
、
社
会
株（
美
食
城
持
株
）、
外
地
株
主
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
た
め
で

あ
る
と
す
る

（
11
）

。

④　
「
経
営
文
化
」
の
差
異

相
互
の
非
難
応
酬
で
得
を
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
宗
氏
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
宗
氏
が
社
内
外
の
支
持
を
集
め
る
に
値
す
る
人
物
で
あ
る

二
四
二



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
一
）

か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
娃
哈
哈
集
団
職
員
と
販
売
商
を
外
国
企
業
か
ら
守
る
領
袖
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
中
国
側
董
事
会
の
声
明
中
、
娃
哈
哈
集
団
、
合
弁
ワ
ハ
ハ
の
企
業
文
化
が
「
家
文
化
」
で
あ
る
こ
と
、
宗
氏
は
職
員
に
と
っ
て

「
家
長
」
で
あ
る
と
す
る
声
明
は
、
同
じ
漢
字
文
化
の
日
本
の
企
業
組
織
成
員
に
と
っ
て
も
過
去
と
な
っ
た
文
化
で
あ
る
が
中
国
人
に
は

受
け
入
れ
や
す
い
。
反
対
に
西
洋
人
に
は
理
解
で
き
な
い
思
考
様
式
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
買
収
反
対
の
一
つ
の
口
実

と
さ
れ
る
理
由
で
あ
り
、
真
意
は
他
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
宗
と
利
害
を
一
に
す
る
者
の
誘
導
に
よ
る
影
響
も
否
定
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
経
営
文
化
の
差
異
が
露
呈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
も
と
も
と
ダ
ノ
ン
の
会
社
イ
メ
ー
ジ
は
悪
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
既
述
の
よ
う
に
次
か
ら
次
と
買
収
を
重
ね
、
強
引
に
整
理

再
編
を
強
行
す
る
経
営
手
法
に
あ
る
。
ダ
ノ
ン
の
ワ
ハ
ハ
買
収
提
案
も
同
様
な
戦
略
の
延
長
と
考
え
ら
れ
た
の
も
自
然
で
あ
る
。
ま
た
ダ

ノ
ン
の
出
方
は
法
理
に
訴
え
る
だ
け
で
あ
り
当
地
の
人
心
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
企
業
を
家
、
経
営
者
を
家
長
と
す
る
考

え
か
ら
は
企
業
を
売
買
の
対
象
と
す
る
考
え
は
対
極
に
あ
る
考
え
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
経
営
陣
と
中
国
側
董
事
、
販
売
商
、

職
員
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
む
中
国
側
と
の
間
の
対
立
が
鮮
明
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
ワ
ハ
ハ
社
内
外
の
宗
氏
を
支
持
し
ダ
ノ
ン
に
反
対
す
る
状
況
は
ダ
ノ
ン
対
中
国
側
、
宗
側
の
仲
裁
裁
定
に
微
妙
な
影
響
を
与

え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

3
．
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
と
大
株
主
の
地
方
政
府
、
職
員
持
ち
株
会
の
所
有
権
確
定

宗
が
彼
ら
従
業
員
、
販
売
商
か
ら
支
持
さ
れ
る
理
由
は
彼
の
人
格
的
要
因
や
イ
メ
ー
ジ
だ
け
か
ら
で
は
な
い
。
実
は
彼
ら
と
宗
と
は
一

蓮
托
生
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
所
有
構
成
を
分
析
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
政
府
、
司
法
が
宗
氏
を
支
持

二
四
三
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）

（
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五
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二
）

し
た
の
も
娃
哈
哈
集
団
に
対
す
る
政
府
の
株
式
所
有
権
の
存
在
と
無
関
係
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
宗
氏
の
勝
利
の
要
因
を

娃
哈
哈
集
団
の
株
式
所
有
構
成
か
ら
検
討
す
る
。

訴
訟
の
勝
敗
を
決
す
る
重
要
な
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
株
主
権
の
確
定
は
実
は
ダ
ノ
ン
と
宗
の
抗
争
が
激
化
す
る
以
前
に
実
現
さ

れ
て
い
た
。
実
現
ま
で
の
経
緯
を
以
下
紹
介
し
そ
の
意
図
を
考
察
す
る
。

⑴　

過
去
の
不
透
明
か
つ
重
層
的
な
企
業
所
有
権

（
娃
哈
哈
集
団
の
前
身
：
地
方
国
有
＝
全
民
所
有
企
業
）

既
述
の
よ
う
に
娃
哈
哈
集
団
の
前
身
は
一
九
八
七
年
杭
州
市
上
城
区
校
弁
企
業
经
销
部
（
校
内
販
売
店
）
で
あ
る
。
宗
氏
が
区
の
入
札

に
応
じ
経
営
を
請
け
負
う
（「
承
包
」）
形
で
経
理
に
就
任
す
る
。
彼
の
身
分
は
職
員
で
あ
る
。
そ
の
後
栄
養
食
品
廠
と
改
称
、
一
九
九
一

年
に
当
時
著
名
な
国
有
企
業
の
杭
州
罐
头
（
頭
）
食
品
廠
を
合
併
、
そ
の
後
正
式
に
杭
州
娃
哈
哈
集
団
公
司
が
成
立
。
当
時
の
登
記
に
照

ら
せ
ば
杭
州
娃
哈
哈
集
団
は
国
有
企
業
で
あ
り
、
株
主
も
杭
州
市
上
城
区
国
資
部
門
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
杭
州
市
上
城
区
国
資
局
が
単

独
株
主
の
一
〇
〇
％
国
有
企
業
で
あ
り
、
ま
た
娃
哈
哈
の
商
標
所
有
権
は
一
〇
〇
％
杭
州
市
上
城
区
政
府
に
属
す
る
。

そ
し
て
一
九
九
二
年
六
月
、
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
工
商
信
託
投
資
公
司
、
浙
江
金
義
集
団
前
身
の
桐
庐
県
王
家
蜂
業
経
営
部
と
連
合
し

美
食
城
を
組
織
。
浙
江
省
体
改
委
（
構
造
改
革
委
）
株
式
制
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
工
作
班
、
人
民
銀
行
浙
江
省
支
店
の
批
准
を
経
て
、
美
食

城
は
記
名
式
普
通
株
式
を
募
集
し
設
立
さ
れ
た
株
式
制
企
業
（
杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
）
に
な
る

（
12
）

。

登
記
資
本
二
億
元　

株
式
額
面
一
〇
元　

　

発
行
株
数
二
〇
〇
〇
万
株

二
四
四



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
三
）

　

払
込
資
本
出
資
主
体
、
出
資
金
額
、
出
資
割
合
：

　
　
　

娃
哈
哈
集
団　

　

四
〇
〇
〇
万
元　

二
〇
％

　
　
　

工
商
信
託
投
資　

三
八
〇
〇
万
元　

一
九
％

　
　
　

金
義
集
団　

　
　
　

一
〇
〇
万
元　

〇
・
五
％

　
　
　
（
払
込
資
本
合
計
：
七
九
〇
〇
万
元
）

　

公
募
資
本
額
四
・
一
八
億
元　

募
集
価
格
二
八
元

　
　
　

内
部
職
員　

　
　
　
　

Ｎ
Ａ

　
　
　

対
社
会
公
募　

　
　
　

Ｎ
Ａ

　

一
九
九
二
年
九
月
七
日　

設
立
時
確
定
資
本
金
額　

一
・
八
億
元

　
　
　
（
出
所
：
智
庫
百
科
：「
达
娃
之
争

│
改
革
开
放
三
〇
年
来
影
响
最
大
的
国
际
商
战
」
よ
り
著
者
作
成
）

上
記
資
料
か
ら
公
募
に
よ
り
一
億
元
余
り
の
払
込
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
そ
の
所
有
主
体
構
成
と
そ
の
所
有
比

率
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
娃
哈
哈
か
ら
美
食
城
が
始
ま
り
、
株
式
所
有
の
多
元
化
・
多
層
化
が
始

ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
杭
州
工
商
信
託
投
資
公
司
、
浙
江
金
義
集
団
前
身
の
桐
庐
県
王
家
蜂
業
経
営
部
の
所
有
主
体
の
属
性
は
不
明
で
あ
る

が
、
こ
の
点
は
保
留
す
る
と
し
て
も
、
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
主
体
で
あ
る
上
城
区
国
資
局
と
杭
州
工
商
信
託
投
資
公
司
な
ら
び
に
浙
江
金

義
集
団
前
身
の
桐
庐
県
王
家
蜂
業
経
営
部
の
全
三
者
の
所
有
主
体
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
第
一
層
、
次
に
そ
の
下
部
に
杭
州
娃
哈
哈

美
食
城
股
份
有
限
公
司
の
株
主
に
よ
り
第
二
層
の
所
有
主
体
、
さ
ら
に
そ
の
下
部
、
第
三
層
に
合
弁
会
社
ダ
ノ
ン
・
ワ
ハ
ハ
以
下
の
所
有

二
四
五
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主
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
。

⑵　

電
撃
的
改
組
と
所
有
権
確
定

①　

職
員
持
株
会
制
度
の
利
用
│
支
配
権
の
強
化
│

杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
を
組
織
し
た
数
年
後
、
一
九
九
六
年
時
点
の
同
公
司
の
株
式
所
有
構
成
は
、
娃
哈
哈
集
団

二
一
・
七
九
％
、
工
商
信
託
投
資
公
司
二
〇
・
六
九
％
、
金
義
集
団
〇
・
五
四
％
、
社
会
法
人
（
美
食
城
所
有
主
体
）
二
五
・
五
％
、
内
部
職
員

三
一
・
四
七
％
（
う
ち
、
自
然
人
二
一
・
八
％
）
で
あ
る
。
た
だ
資
金
を
確
保
す
る
目
的
で
も
と
も
と
組
織
し
た
が
上
場
計
画
は
失
敗
し
て
い

た
（
13
）

。し
か
し
株
式
の
多
元
化
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
内
部
職
員
持
株
会
が
資
金
難
に
陥
っ
た
娃
哈
哈
美
食
城
上
場
失
敗
の
困
難
の
突

破
口
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
こ
う
し
た
内
部
職
員
持
株
は
九
〇
年
代
初
期
に
「
工
会
委
員
会
」
の
組
織
名
義
で
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時

国
有
企
業
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
特
殊
な
時
代
背
景
の
な
か
で
上
海
な
ど
の
沿
岸
地
域
で
先
行
し
て
誕
生
し
た
職
員
（
中
国
名
は
職
工
）

か
ら
組
織
さ
れ
る
持
株
会
で
あ
る
。

当
時
、
集
体
企
業
な
い
し
集
団
所
有
企
業
の
所
有
権
の
不
明
確
、
い
わ
ゆ
る
「
政
経
不
分
」、
規
則
の
乱
立
な
ど
過
渡
期
特
有
の
制
度

の
混
乱
の
な
か
で
、
中
央
機
関
に
よ
る
統
一
的
な
規
範
が
な
い
な
か
で
、
多
く
の
地
域
で
試
み
と
し
て
有
限
公
司
株
式
の
募
集
を
許
可
し

「
内
部
職
員
株
」
が
発
行
さ
れ
た
。
法
人
名
義
で
株
式
を
取
得
し
職
員
に
与
え
、「
内
部
株
式
公
衆
化
、
法
人
株
個
人
化
」
を
推
進
し
た
。

そ
の
後
九
四
年
そ
の
発
行
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
代
わ
っ
て
出
現
し
た
の
が
「
職
員
持
株
会
」
で
あ
る
。

二
四
六



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
五
）

た
だ
否
定
的
な
評
価
も
あ
る
制
度
で
あ
る
。
も
と
も
と
国
有
企
業
の
株
式
会
社
化
が
資
本
主
義
化
に
つ
な
が
る
と
す
る
批
判
が
あ
る
な

か
で
、
社
会
主
義
の
建
前
を
残
す
う
え
で
選
択
さ
れ
た
制
度
と
も
い
え
る
。
た
だ
会
社
に
対
し
株
主
と
し
て
の
権
利
を
有
し
て
は
い
る
も

の
の
実
質
的
に
経
営
陣
の
下
部
組
織
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
現
に
経
営
陣
が
持
株
会
の
理
事
を
兼
務
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

杭
州
も
そ
の
導
入
が
先
行
し
た
地
域
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
海
に
続
い
て
、
江
蘇
州
で
一
九
九
六
年
、
そ
し
て
杭
州
の
あ
る
浙
江
省
で

は
一
九
九
八
年
に
《
企
業
職
工
持
株
会
暫
定
弁
法
》
を
発
布
。
ま
た
あ
わ
せ
て
重
要
な
の
は
杭
州
政
府
が
《
杭
州
政
府
国
有
企
業
経
営
者

期
権
激
励
試
行
弁
法
》
を
施
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
節
を
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ほ
ぼ
三
年
平
均
純
資
産
利
潤
率
が
全
市
の
国
有
お
よ
び
国
家
支
配
株
式
企
業
の
平
均
水
準
に
達
す
る
企
業
は
、
そ
の
経
営
者
は
現
金

で
企
業
株
式
を
購
入
で
き
る
」

ま
た
、
そ
の
細
則
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
要
点
の
み
掲
載
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
富
裕
な
職
員
（
原
語
の
ま
ま
、
幹
部
に
相
当
）
に
対
す
る
補
償
措
置

1
．
企
業
改
組
に
際
し
、
一
九
八
三
年
以
前
に
業
務
に
参
加
し
た
登
録
職
員
の
三
〇
％
に
対
し
、
一
人
等
し
く
一
・
五
万
元
標
準
で
、

国
有
純
資
産
か
ら
「
富
裕
職
員
保
障
費
」
を
配
分
す
る

（
14
）

。

2
．
3
．
以
下
略

こ
う
し
た
新
制
度
の
趣
旨
は
職
員
に
株
式
を
所
有
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
経
営
者
を
含
む
職
員
の
利
益
と

二
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
九
六
）

企
業
の
運
命
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

な
お
上
記
の
職
工
（
職
員
）
の
概
念
は
経
営
者
を
含
む
公
司
の
従
業
員
の
意
味
。「
富
裕
な
」
職
員
は
勤
続
一
五
年
以
上
の
事
実
上
、
経

営
者
な
い
し
会
社
幹
部
に
該
当
す
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
一
般
従
業
員
を
含
む
経
営
幹
部
の
株
式
所
有
が
会
社
の
支
援
に
よ
り
制
度
的
に
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
氏
は
こ
の
新
制
度
を
利
用
し
て
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
自
身
の
株
主
権
の
確
定
と
会
社
に
対
す
る
支
配
権

の
強
化
、
そ
し
て
あ
わ
せ
て
ダ
ノ
ン
の
支
配
に
対
す
る
対
抗
策
と
し
て
政
府
と
事
実
上
の
政
府
機
関
で
あ
る
団
体
と
職
員
の
持
株
の
確
定

を
実
現
す
る
。

②　

改
組
申
請

宗
氏
は
政
府
に
対
し
組
織
改
制
を
申
請
。
上
城
区
が
同
意
《
娃
哈
哈
集
団
公
司
の
内
部
職
員
持
株
会
実
行
に
関
す
る
同
意
》
の
回
答

（
上
城
区
政
発
一
九
九
九
、
三
二
号
）

一
九
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
娃
哈
哈
集
団
は
董
事
会
を
招
集
。
登
記
資
本
に
つ
い
て
決
議
。
ま
た
同
日
株
主
総
会
招
集
、
決
議
承
認
。

そ
の
後
、
正
規
の
手
続
き
を
経
る
。

ま
た
一
一
月
三
日
上
城
区
政
府
が
内
部
職
員
持
株
会
実
施
案
に
同
意
（
同
上
三
四
号
）、
持
株
会
に
資
金
調
達
を
命
令
。

一
九
九
九
年
一
一
月
二
二
日
、
上
城
区
国
資
局
が
〝
上
国
資
一
九
九
九
、
四
三
号
〞
に
よ
り
承
認
。

こ
う
し
て
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司
の
改
制
が
成
功

（
15
）

。

以
下
の
よ
う
に
株
式
所
有
構
成
が
確
定
し
た
。

・
純
資
産
五
・
一
四
六
億
元

二
四
八



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
七
）

　

そ
の
う
ち
国
有
株
五
一
％　

企
業
経
営
者
・
職
員
持
株
四
九
％
＊

　

│
＊
職
員
持
株
内
訳
：
宗
慶
後
二
八
・
七
四
％　

職
員
持
株
会
一
六
・
九
一
％　

三
八
自
然
人
三
・
三
五
％

た
だ
電
光
石
火
の
改
組
は
現
在
か
ら
見
れ
ば
再
検
討
す
べ
き
点
も
な
い
で
は
な
い
。

第
一
に
純
資
産
を
基
に
株
式
価
格
を
決
定
。
利
益
率
を
基
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
宗
氏
ら
経
営
者
購
入
の
株
式
価
格
が
き
わ
め
て
低
い
（
そ
の
結
果
持
株
数
が
多
く
な
る
）。
さ
ら
に
政
府
が
五
八
三
五
・
四
六
万
元

相
当
の
株
式
を
宗
氏
に
贈
与
し
て
い
る
。

第
三
に
上
述
優
遇
条
件
は
、
一
九
％
の
優
遇
価
格
で
あ
る

（
16
）

。

そ
の
他
、
資
産
評
価
に
つ
い
て
問
題
を
い
え
ば
不
良
資
産
一
・
一
四
億
元
の
存
在
で
あ
る
。
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
は
す
で
に
知
名
度
が
高

い
。
一
九
九
六
年
来
の
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
も
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ド
の
価
値
が
一
切
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
売
上
、
利
益
と

も
に
急
速
に
増
大
し
て
お
り
、
負
の
資
産
評
価
と
と
も
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑶　

宗
の
強
固
な
支
配

①　

不
在
株
主
と
し
て
の
国
資
局

改
制
に
よ
り
娃
哈
哈
集
団
に
対
す
る
宗
の
支
配
が
堅
固
に
な
っ
た
。
名
義
上
は
持
株
五
一
％
の
上
城
区
国
資
局
が
依
然
と
し
て
過
半
数

所
有
す
る
筆
頭
株
主
で
あ
る
。
そ
し
て
一
年
半
後
、
二
〇
〇
一
年
五
月
一
四
日
、
国
資
局
と
職
員
持
株
会
が
株
式
譲
渡
協
議
を
締
結
。
後

者
が
再
出
資
し
二
六
三
一
・
九
万
元
で
五
％
の
株
式
を
取
得
し
、
所
有
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
異
動
す
る
。
そ
の
結
果
国
有
株
が
過
半
数

二
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
九
八
）

を
割
っ
た

（
17
）

。

・
国
有
株　

四
六
％
（
五
％
減
少
）

　

宗
慶
後　

二
九
・
四
％

　

職
員
及
び
幹
部
（
後
職
員
持
株
会
へ
一
元
化
）　

二
四
・
六
％
（
五
％
増
加
）

こ
の
よ
う
に
宗
氏
は
美
食
城
組
織
以
来
の
従
業
員
持
株
会
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
娃
哈
哈
集
団
の
過
半
数
支
配
を
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
で
は
改
め
て
改
組
ま
え
に
大
株
主
の
上
城
区
国
資
局
が
経
営
＝
支
配
株
主
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
答
え
は
否
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
以
降
の
娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
の
合
弁
会
社
と
非
合
弁
会
社
の
発
展
、
と
り
わ
け
後
者
会
社
の
設
置

の
多
く
と
そ
の
数
の
急
増
は
大
株
主
の
上
城
区
国
資
局
が
預
か
り
知
ら
ぬ
う
ち
に
宗
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
商

標
ワ
ハ
ハ
の
所
有
権
者
は
娃
哈
哈
集
団
で
あ
る
。
ま
た
非
合
弁
会
社
と
そ
の
利
益
の
増
大
が
ダ
ノ
ン
と
の
抗
争
の
要
因
で
あ
る
が
、
そ
の

理
由
は
合
弁
会
社
の
利
益
の
減
少
で
あ
り
、
親
会
社
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
の
得
ベ
か
り
し
利
益
の
喪
失
で
あ
る
。
実
は
そ
れ
は
親
会
社
の
娃

哈
哈
集
団
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
そ
の
原
因
で
あ
る
宗
氏
の
密
か
な
行
為
に
つ
い
て
関
知
し
て
い
た
と
は
思
え
な

い
し
、
ま
た
訴
訟
に
な
っ
た
後
も
周
知
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
つ
い
て
相
応
の
補
償
を
求
め
た
か
否
か
記
録
上
か
ら
は
知
る

よ
し
も
な
い
。
娃
哈
哈
集
団
の
最
大
株
主
が
株
主
と
し
て
の
権
利
行
使
に
つ
い
て
も
怠
っ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

②　

支
配
株
主
、
領
袖
と
し
て
の
宗

次
に
上
記
の
職
員
持
株
会
と
宗
の
関
係
が
会
社
支
配
の
う
え
で
問
題
と
な
る
。
職
員
持
株
会
の
株
主
数
は
二
〇
〇
二
年
八
月
一
〇
日
現

二
五
〇



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
九
）

在
、
一
八
八
五
人
で
あ
る
。
持
株
会
の
持
株
従
業
員
数
は
多
く
株
式
所
有
は
分
散
し
て
い
る
。
宗
氏
も
組
織
内
地
位
は
董
事
長
で
あ
る
が

職
員
持
株
会
の
一
員
で
も
あ
る

（
18
）

。

宗
氏
は
職
員
の
な
か
で
代
表
職
員
と
し
て
、
ま
た
領
袖
と
し
て
会
社
内
・
職
員
内
の
威
光
・
人
望
は
き
わ
め
て
高
い
。
ま
た
二
〇
〇
二

年
に
は
筆
頭
幹
部
の
杜
建
英
、
宗
氏
の
妻
の
施
幼
珍
の
持
株
も
職
員
株
主
会
に
管
理
が
委
譲
さ
れ
た

（
19
）

。

し
た
が
っ
て
宗
氏
と
職
員
持
株
会
の
運
営
と
双
方
の
利
益
は
密
接
に
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
こ
の
職
員
持
株
会

が
ダ
ノ
ン
・
宗
側
の
紛
争
で
微
妙
な
力
を
発
揮
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
氏
は
こ
う
し
た
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
所
有
権
構
造

を
土
台
に
経
営
上
の
み
な
ら
ず
職
員
中
の
領
袖
と
し
て
娃
哈
哈
集
団
な
ら
び
に
傘
下
企
業
に
強
力
な
支
配
を
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。

③　

ダ
ノ
ン
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
不
在

既
述
の
よ
う
に
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
の
合
弁
会
社
に
対
す
る
両
社
の
持
株
比
率
は
五
一
対
四
九
％
の
ダ
ノ
ン
優
位
の
状
況
で
あ
る
。
ま
た

董
事
会
の
多
数
（
三
分
の
二
）
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ダ
ノ
ン
が
合
弁
企
業
に
対
し
有
効
に
統
治
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
し
て
い
た
と
は
い

え
な
い
。

も
と
も
と
合
弁
契
約
締
結
時
の
条
件
で
、
経
営
管
理
権
の
娃
哈
哈
集
団
へ
、
す
な
わ
ち
宗
氏
へ
の
全
面
委
託
が
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
一
つ
の
要
因
で
あ
る

（
20
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
代
表
董
事
の
会
社
統
治
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
合
弁
会
社
の
董
事
長
で
あ
り
事
実
上
の
最
高
執
行
責

任
者
・
総
経
理
で
も
あ
る
宗
氏
が
会
社
の
執
行
決
定
の
権
限
を
有
し
、
し
か
も
董
事
会
か
ら
充
分
な
監
督
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
既
述
の
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
（
宗
氏
の
抗
議
辞
職
後
、
董
事
長
に
就
任
）
が
ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
代
表
と
し
て
着
任
す
る

ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
ダ
ノ
ン
が
支
配
権
を
充
分
な
意
味
で
行
使
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
執
行
役
員
を
任
命
し
監
督
す
る
権
限
を

二
五
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有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
で
は
な
い
か
ら
宗
氏
の
専
横
を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
権
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
中
国
独
特
の
所
有
構
造
形
成
と
そ
の
後
の
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
集
団
間
の

法
廷
紛
争
の
解
決
と
の
関
連
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
国
有
企
業
時
代
の
所
有
主
体
で
あ
っ
た
が
明
示
的
で
な
か
っ
た
地
方
政
府
が
大
株
主

と
し
て
出
現
し
、
ま
た
職
員
持
株
会
が
登
場
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
訴
訟
を
娃
哈
哈
集
団
代
表
宗
氏
に
有
利
に
進
め
る
重
要
な
作
用
の
一

つ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
地
方
政
府
の
株
式
所
有
権
が
訴
訟
に
お
い
て
民
族
主
義
的
司
法
判
断
を
も
た
ら
す
後
押
し
を
し
た

可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
改
革
開
放
期
の
過
度
期
の
所
有
権
改
革
の
精
算
の
結
果
で
あ
る
政
府
株
式
所

有
権
確
定
が
、
外
国
企
業
に
対
す
る
国
内
企
業
の
防
壁
と
し
て
再
浮
上
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
中
国
民
間
企
業
の
所
有
と
経
営
支
配
権
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
は
少
な
く
な
い
。
多
く
は
地
方
政
府
と
民
間
企
業
と
の

間
の
紛
争
で
あ
る
が
、
そ
の
遠
因
が
過
去
の
所
有
権
改
革
の
不
透
明
性
に
由
来
す
る
事
例
も
多
い
。
ま
た
ト
ラ
ブ
ル
に
外
国
企
業
が
巻
き

込
ま
れ
て
い
る
事
例
も
少
数
だ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
集
団
と
の
間
の
紛
争
は
中
国
国
内
の
所
有
権
改
革
の
問

題
と
直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
改
革
開
放
以
降
の
最
大
の
国
際
商
事
紛
争
で
あ
り
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
た
事
件
で

あ
っ
た
。
訴
因
と
し
て
商
標
権
譲
渡
・
使
用
契
約
を
め
ぐ
り
紛
糾
化
し
た
が
、
い
わ
ば
間
接
的
な
要
因
で
あ
る
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
構
造

が
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
て
宗
側
・
中
国
側
に
有
利
な
裁
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
の
紛
争
は

特
殊
な
商
標
譲
渡
・
使
用
契
約
事
件
以
上
の
意
味
を
有
す
る
事
件
で
あ
り
、
外
国
企
業
に
と
っ
て
の
中
国
経
営
環
境
の
リ
ス
ク
を
考
慮
す

る
う
え
で
普
遍
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。

二
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